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資料２

東京都における
リスクコミュニケーションの取組について

東 京 都 福 祉 保 健 局東 京 都 福 祉 保 健 局
健 康 安 全 室健 康 安 全 室 食 品 監 視 課 長食 品 監 視 課 長

小 川 誠 一小 川 誠 一

平成17年10月17日

都における取組の経緯都における取組の経緯

◆平成◆平成22年年

「「都における食品安全確保対策にかかる基本方針」を策定都における食品安全確保対策にかかる基本方針」を策定

⇒⇒ 施策推進の方向のひとつに施策推進の方向のひとつに「情報の共有」「情報の共有」を明示を明示

◆平成１６年◆平成１６年

「東京都食品安全条例「東京都食品安全条例」」 制制 定定
⇒⇒ 基本理念のひとつ基本理念のひとつ「相互理解と協力に基づく安全確保」「相互理解と協力に基づく安全確保」

○○ 事業者による情報公開の促進事業者による情報公開の促進
「自主回収報告制度」の創設「自主回収報告制度」の創設
⇒⇒ 事業者によるリスク情報の積極的な開示と事業者によるリスク情報の積極的な開示と
都による都民への周知都による都民への周知
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都における取組の経緯都における取組の経緯

◆平成１７年◆平成１７年

「東京都食品安全推進計画「東京都食品安全推進計画」」 策策 定定

⇒⇒ 重点的・優先的に取り組む１１の「戦略的プラン」を公表重点的・優先的に取り組む１１の「戦略的プラン」を公表

その中でその中で「安全をみんなで考え安心をはぐくむ」「安全をみんなで考え安心をはぐくむ」
次のプランを明示次のプランを明示

○○ 情報共有化の観点から「適正表示の推進」情報共有化の観点から「適正表示の推進」

○○ 食品の安全に関する「食育」の推進食品の安全に関する「食育」の推進

○○ 「リスクコミュニケーション」「リスクコミュニケーション」の推進の推進

平成平成1717年度～年度～2121年度の年度の55ヵ年で様々な事業を推進ヵ年で様々な事業を推進

自治体が行うべきリスクコミュニケーション自治体が行うべきリスクコミュニケーション

法を踏まえ、地域の課題やニーズに則した施策法を踏まえ、地域の課題やニーズに則した施策
の決定・実施の決定・実施

自治体の役割

具体的な取組

監視指導、情報提供、調査研究など監視指導、情報提供、調査研究など

リスコミの狙い

地域における具体的な取組に対する事業者、地域における具体的な取組に対する事業者、

住民の理解と協力の推進住民の理解と協力の推進

自治体は「現場の取組」と一体となったリスコミを実践
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都における最近の取組都における最近の取組
◆「食の安全都民フォーラム」の開催◆「食の安全都民フォーラム」の開催
都民の関心の高いテーマを中心に、多くの関係者が一都民の関心の高いテーマを中心に、多くの関係者が一

堂に会して情報・意見の交換を実施堂に会して情報・意見の交換を実施

○○ 第１回第１回(H15.10(H15.10）） 「食の情報、見方、考え方」「食の情報、見方、考え方」

○○ 第２回（第２回（H16.2H16.2）） 「担当職員が答えます～みんなで考えよう「担当職員が答えます～みんなで考えよう

食品衛生～」食品衛生～」

○○ 第３回（第３回（H16.8H16.8）） 「考えてみよう「考えてみよう 食の安全と安心の違い」食の安全と安心の違い」

○○ 第４回（第４回（H16.10H16.10）） 「保健所における食品衛生行政の実際」「保健所における食品衛生行政の実際」

○○ 第５回（第５回（H17.1H17.1）） 「担当職員が答えます～輸入食品の今～」「担当職員が答えます～輸入食品の今～」

○○ 第６回（第６回（H17.8)H17.8) 「カラダにいい」って聞くけれど「カラダにいい」って聞くけれど

～食べ物情報の上手な見分け方、受け取り方～～食べ物情報の上手な見分け方、受け取り方～

都における最近の取組都における最近の取組
◆「食品安全ネットフォーラム」の開設◆「食品安全ネットフォーラム」の開設
食品に関する様々な問題について、都民や事業者がインターネット上で相互に食品に関する様々な問題について、都民や事業者がインターネット上で相互に
情報や意見を交換する場として開設（Ｈ１５．８）情報や意見を交換する場として開設（Ｈ１５．８）

【【 常設テーマ常設テーマ 】】 食品の安全について意見あり食品の安全について意見あり

【【現在のテーマ現在のテーマ】】 楽しい！おいしい！お弁当！あなたが実践する楽しい！おいしい！お弁当！あなたが実践する
手作り弁当の安全・安心手作り弁当の安全・安心

○過去のテーマ○過去のテーマ
・・ 食品への信頼を回復するには食品への信頼を回復するには
・・ 「水銀を含有する魚介類等の摂食に関する注意事項」について意見募集「水銀を含有する魚介類等の摂食に関する注意事項」について意見募集

・・ みんなで討論「健康食品」みんなで討論「健康食品」
・・ どうして不安？輸入食品どうして不安？輸入食品
・・ 食育してますか？食育してますか？
・・ 生食を考える～食文化？グルメ？それとも・・・？～生食を考える～食文化？グルメ？それとも・・・？～
・・ どこがポイント？食品表示どこがポイント？食品表示

・・ 農産物の残留農薬を考える農産物の残留農薬を考える
・・ 第第22回みんなで討論「健康食品」回みんなで討論「健康食品」

・・ 募集！身近なノロウイルス防止対策募集！身近なノロウイルス防止対策
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都における具体的な事例①都における具体的な事例①--11
～残留農薬違反に関する情報提供について～～残留農薬違反に関する情報提供について～

◆◆ 概概 要要

・・ 平成平成1414年年 都内で生産された農産物（ウリ科作物）都内で生産された農産物（ウリ科作物）
から食衛法の基準値を超える有機塩素系農薬を検出から食衛法の基準値を超える有機塩素系農薬を検出

情報提供に当たっての留意事項情報提供に当たっての留意事項

・・ できる限り迅速に情報を提供するできる限り迅速に情報を提供する

・・ 無用な買い控えなどの混乱を回避するため、無用な買い控えなどの混乱を回避するため、

リスクの程度が正しく認知されるよう提供するリスクの程度が正しく認知されるよう提供する

都における具体的な事例①都における具体的な事例①--22
～残留農薬違反に関する情報提供について～～残留農薬違反に関する情報提供について～

◆◆ 情報提供に当たっての内容の検討情報提供に当たっての内容の検討

１１ 原因は明確か？原因は明確か？

ただちに圃場土壌の検査実施ただちに圃場土壌の検査実施

⇒有機塩素系農薬検出⇒有機塩素系農薬検出

⇒昭和⇒昭和5050年に農薬としての登録失効したが年に農薬としての登録失効したが

土壌に残留している可能性土壌に残留している可能性

⇒ウリ科作物は特異的に吸収する傾向⇒ウリ科作物は特異的に吸収する傾向
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都における具体的な事例①都における具体的な事例①--33
～残留農薬違反に関する情報提供について～～残留農薬違反に関する情報提供について～

◆◆ 情報提供に当たっての内容の検討情報提供に当たっての内容の検討

２２ 健康への影響は？健康への影響は？

ＡＤＩとの比較ＡＤＩとの比較

⇒⇒ 今回の作物を一日今回の作物を一日8585ｇ一生涯食べ続けてｇ一生涯食べ続けて

も影響なしも影響なし

⇒⇒ 国民栄養調査では、国民一人あたりの国民栄養調査では、国民一人あたりの

当該作物の消費量は当該作物の消費量は11日日 11.511.5ｇｇ

都における具体的な事例①都における具体的な事例①--44
～残留農薬違反に関する情報提供について～～残留農薬違反に関する情報提供について～

◆◆ 情報提供に当たっての内容の検討情報提供に当たっての内容の検討

３３ 販売状況は？（暴露状況の把握）販売状況は？（暴露状況の把握）

販売先の調査販売先の調査

⇒⇒ 検査した作物を採取した販売店以外で検査した作物を採取した販売店以外で

の販売はなしの販売はなし

⇒⇒ 二次加工品などへの広がりなし二次加工品などへの広がりなし
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都における具体的な事例①都における具体的な事例①--55
～残留農薬違反に関する情報提供について～～残留農薬違反に関する情報提供について～

◆◆ 情報提供に当たっての内容の検討情報提供に当たっての内容の検討

４４ 改善策は？改善策は？

⇒⇒ 検査結果判明後、ただちに販売自粛検査結果判明後、ただちに販売自粛

⇒⇒ 土壌の改良指導、花卉等への転作土壌の改良指導、花卉等への転作

⇒⇒ 他の生産圃場の土壌検査の実施を決定他の生産圃場の土壌検査の実施を決定

◆情報提供の結果

検査結果が判明してから検査結果が判明してから55日後に、原因、健康日後に、原因、健康

への影響等を含め情報提供（プレス発表）への影響等を含め情報提供（プレス発表）

⇒⇒ 混乱なく、冷静な対応混乱なく、冷静な対応

都における具体的な事例②都における具体的な事例②--11
～鶏肉とｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰの正しい理解～～鶏肉とｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰの正しい理解～

◆◆ 事実関係事実関係

○○ ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ食中毒の増加ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ食中毒の増加

平成平成1414・・1515年度には病原物質別で２位年度には病原物質別で２位

○○ 鶏肉関与の疑い鶏肉関与の疑い

中毒事例の多くで鶏肉の関与の疑い中毒事例の多くで鶏肉の関与の疑い

都の調査結果では鶏肉の４～６割からカンピロ検出都の調査結果では鶏肉の４～６割からカンピロ検出

○○ 対策上の課題対策上の課題

他の細菌性食中毒より非常に少量の菌で発症他の細菌性食中毒より非常に少量の菌で発症

食鳥処理段階で汚染を防止する効果的な方法なし食鳥処理段階で汚染を防止する効果的な方法なし
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都における具体的な事例②都における具体的な事例②--22
～鶏肉とｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰの正しい理解～～鶏肉とｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰの正しい理解～

◆◆ 正しい理解を進める上での留意点正しい理解を進める上での留意点

○○ 鶏肉への過度の不安を回避鶏肉への過度の不安を回避

単なる注意喚起では、鶏肉に対する必要以上の単なる注意喚起では、鶏肉に対する必要以上の

不安を与える可能性不安を与える可能性

○○ 食中毒防止が可能であることの理解食中毒防止が可能であることの理解

カンピロの特性を理解し、必要な注意を払えば食中カンピロの特性を理解し、必要な注意を払えば食中

毒防止が可能であることの理解を進める毒防止が可能であることの理解を進める

都民の目線に立った、
より具体的で分かりやすい情報提供が必要

（東京都食品安全情報評価委員会により提供方法の検討）

都における具体的な事例②都における具体的な事例②--33
～鶏肉とｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰの正しい理解～～鶏肉とｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰの正しい理解～

◆◆ 日常生活に即した具体的な情報提供日常生活に即した具体的な情報提供

○○ 適切な加熱調理方法の検討適切な加熱調理方法の検討

・菌が死滅する・菌が死滅する6060℃℃以上の加熱を以上の加熱を視覚的に把握視覚的に把握

⇒肉団子、やきとり、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、電子レンジによる下ごしらえ⇒肉団子、やきとり、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、電子レンジによる下ごしらえ

等について基礎データを収集等について基礎データを収集

■■ 中心部まで肉の色が変化していれば、カンピロはほぼ死滅中心部まで肉の色が変化していれば、カンピロはほぼ死滅

■■ 軽く湯に通す程度（湯引き）では菌が残存軽く湯に通す程度（湯引き）では菌が残存

■■ 冷凍鶏肉を加熱する場合は、中心部まで火が通りにくい冷凍鶏肉を加熱する場合は、中心部まで火が通りにくい

ので、火加減や油の温度に注意ので、火加減や油の温度に注意
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加熱による色の変化

加熱前 100℃１分 100℃２分

100℃３分 100℃４分 100℃５分

加熱温度 30秒 1分 2分 3分 4分 5分

Ａ + + + + + -

Ｂ + + + + + -

Ａ + + + + - -

Ｂ + + + + - -

100℃

ＬＩＯ4株(1.1×105 個/ｇ添加）

ＬＩＯ7株(1.6×105 個/ｇ添加）

肉団子の加熱時間と菌の死滅
【条件】
１ 試料

0.1mlのカンピロバクター菌液を肉団子の内部
に接種後、冷蔵庫内で１５分放置

２ 検討条件
肉団子を沸騰した湯で1～5分煮たのち、氷冷

３ 検出方法：試料全体を増菌培養
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加熱による色の変化

ガス、塩、７分 炭、タレ、10分 ガス強火、塩、４分
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加熱時間(分)

やきとり（もも肉）の加熱による中心温度の変化

ガス(塩)

約７分　写真A

ガス(たれ)

約8分30秒

炭火(たれ)

約１０分　写真B

炭火(塩)

約12分30秒

やきとり（もも肉）の加熱時間と外観
【条件】
１ 材料：もも肉を串に刺し、塩又はたれをつける。
２ 調理方法：ガスまたは炭火で焼く。
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都における具体的な事例②都における具体的な事例②
～鶏肉とｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰの正しい理解～～鶏肉とｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰの正しい理解～

◆◆ 受け手の疑問に応える情報提供受け手の疑問に応える情報提供

○○ 科学的な情報、統計学的な情報は、都民にとって科学的な情報、統計学的な情報は、都民にとって

親しみがたく、注目すべき情報として認識されない親しみがたく、注目すべき情報として認識されない

■■ 親しみやすく、より深い理解が得られるよう親しみやすく、より深い理解が得られるよう

「ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ食中毒Ｑ＆Ａ」の作成「ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ食中毒Ｑ＆Ａ」の作成

パンフレットパンフレット
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ホームページホームページ
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hyouka/campylo/indehttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hyouka/campylo/index.htmlx.html

さいごにさいごに
◆◆ リスクコミュニケーションに関して国に望むことリスクコミュニケーションに関して国に望むこと

○○ リスコミを推進する人材育成リスコミを推進する人材育成

⇒⇒ 自治体職員を含めた研修の実施自治体職員を含めた研修の実施

○○ リスコミの取組に関する連携リスコミの取組に関する連携

⇒⇒ 意見交換会などの取組について自治体意見交換会などの取組について自治体

との共同開催などとの共同開催など

○○ 情報の受け留め方の定期的な把握情報の受け留め方の定期的な把握

⇒⇒ 国が発信している様々な情報について、国が発信している様々な情報について、

国民の受け留め方の定期的な把握と公表国民の受け留め方の定期的な把握と公表




